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居宅介護支援重要事項説明書 

１．事業者 

（１）法人名         医療法人 誠和会 

（２）法人所在地       岡山県倉敷市中島８３１番地 

（３）電話番号        ０８６－４６５－００１１ 

（４）代表者氏名       理事長 小出 尚志 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類      指定居宅介護支援事業所 

（２）事業の目的 

   介護保険法の理念に基づきご利用者様がその有する能力に応じ自立した生活を送れるよう、適切な指定

居宅介護支援を提供します。 

（３）事業所の名称      せいわ介護サービスセンター 

                平成１１年１０月１日指定 

（４）介護保険事業所番号   ３３７０２００１８４ 

（５）事業所の所在地     岡山県倉敷市中島７７０－１番地 

（６）電話番号        ０８６－４６６－６３５５ 

（７）事業所長（管理者）氏名 内田 由美  

（８）当センターの運営方針 

  ・ご利用者様が要介護状態においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことが出来るように配慮しておこないます。 

  ・ご利用者様の心身の状況、その置かれている環境に応じて、ご利用者様の選択に基づき適切な保健医療

サービス及び福祉サービスが施設等の多様なサービスを多様な事業者の連携により、総合的かつ効果的

に提供するように配慮し努めるものとします。 

  ・ご利用者様の意思及び人格を尊重し、常にご利用者様の立場に立ち、ご利用者様に提供されるサービス

が特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないように公正、中立に行うものとします。 

（９）開設年月        平成１１年１０月１日 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 

   倉敷市（真備・船穂を含む）（児島地区管内を除く）、早島町 

（２）営業日及び営業時間 

   月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時３０分 

   土曜日     ８時３０分～１２時３０分 

（３）休業日 

   日曜日、祝祭日、８月１４・１５日、１２月３０日１２時３０分～１月３日 
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４．職員体制 

 

従業者の職種 

 

員 数 

区分  

備考 常勤専従 常勤兼務 非常勤専従 非常勤兼務 

管理者 １  １   兼務：主任介護支援専門員が兼務 

介護支援専門員   １   兼務：管理者と兼務 

事務員  １      

 

５．職員の勤務体制・連絡体制 

 勤務体制 

介護支援専門員 月曜日～金曜日：８時３０分～１７時３０分 

    土曜日：８時３０分～１２時３０分 

連絡体制 必要に応じて、電話等により２４時間対応可能 

 

６．当センターが提供するサービスと利用料金 

当センターでは、居宅介護支援として次のサービスを提供します。当センターが提供するサービスについ

て、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、ご利用者様の利用料負担はありません。 

 

（１）サービスの内容と利用料金 

 ＜サービスの内容＞ 

① 居宅サービス計画の作成 

   ご利用者様のご家庭を訪問して、ご利用者様の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居

宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス（以下「指定居宅サービス等」と

いいます。）が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮し、居宅サービス計画を作成します。 

 

 （居宅サービス計画の作成の流れ） 

  １．事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。 

  ２．居宅サービス計画の作成開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサー

ビスの内容、利用料等の情報を適正にご利用者様及びそのご家族様等に対して提供して、ご利用者様

にサービスの選択をもとめます。 

  ３．介護支援専門員はご利用者様及びそのご家族様の置かれた状況等を考慮して、ご利用者様に提供され

るサービスの目標、その達成時期、サービス等を提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス

計画の原案を作成します。 

  ４．介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案を盛り込んだ指定居宅サービス等につい

て、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等についてご利用者様及

びそのご家族様等に対して説明し、ご利用者様の同意を得た上で決定するものとします。 

 

（利用するアセスメント方式） 

   利用するアセスメント方式は、全社協在宅版ケアプラン方式です。 
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  ②居宅サービス計画作成後の便宜の供与 

・ご利用者様及びそのご家族様等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計

画の実施状況を把握します。 

・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を

行います。 

・ご利用者様の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。 

③居宅サービス計画の変更 

 ご利用者様が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と

判断した場合は、事業者とご利用者様双方の話し合いにより、居宅サービス計画を変更します。 

  ④介護保険施設への紹介 

  ご利用者様が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又はご利用者様が介護保

険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介のその他の便宜の提供を行います。 

 

○介護サービスのご利用にあたっての留意事項 

・在宅生活を支援する観点から、介護保険法に基づき、ご利用者様が利用されている医療機関との連携をさ

せて頂きますので、ご利用者様が入院をされる場合、担当している事業所名・事業所の連絡先・担当者名

を入院先の医療機関へお伝えください。 

・ご利用される居宅サービス利用事業所については、ご利用される方の選択・意思に基づき契約を行うもの

であるため、複数の事業所の紹介を求める事が可能であり、ご利用者様のケアプランに位置づけた理由を

求める事も可能です。 

・公正中立性の確保を図る観点から、前６ヵ月間に作成した居宅サービス計画書における訪問介護、通所介

護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスが位置付けられた利用割合、同一事業所によって提

供されたものが占める割合について説明を行います。（別紙） 

 

 ＜サービス利用料金＞ 

   居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサー

ビス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、ご利用者様の自己負担はありません。 

   但し、ご利用者様の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給

付を受領することができない場合は、下記別記のサービス利用料金の全額を一旦お支払い下さい。 

  

（１）サービス利用料金（／月）別記 1参照 

（２）交通費 

    通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当センターのサービスを利用され 

 る場合は、サービスの提供に際し、要した交通費を下記の通りいただきます。 

 自動車を使用した場合 

  通常の事業実施地域外から 

    ５㎞未満       １５０円     ５㎞以上１０㎞未満  ２００円 

    １０㎞以上１５㎞未満 ２５０円     １５㎞以上       ３００円 

   公共交通機関を利用した場合  実費（通常の事業実施地域外の部分のみ） 

 

 



 - 4 - 

７．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う介護支援専門員 

  サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。 

 

  （２）介護支援専門員の交替 

    ①事業者からの介護支援専門員の交替 

     事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。 

 介護支援専門員を交替する場合は、ご利用者様に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十

分に配慮するものとします。 

②ご利用者様からの交替の申し出 

     選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認めら

れる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出

ることができます。 

 

８．秘密保持・個人情報の利用 

（１）当センター、介護支援専門員及び当センターの使用する者は、居宅介護支援サービス提出する上で

知り得たご利用者様及びそのご家族様に関する秘密を、ご利用者様及びそのご家族様などの生命・

財産などに危険がある場合などの正当な理由がある場合を除き第３者に漏らしません。この守秘義

務は契約終了後も同様です。 

 （２）当センターはご利用者様及びそのご家族様から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議

等において、ご利用者様及びそのご家族様の個人情報を用いません。 

（３）ご利用者様及びそのご家族様が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望

する場合等は、ご利用者様及びそのご家族様の同意を得て主治の医師等の意見を求め、その医師等

に対してケアプランの交付を行います。 

（４）当センターは、訪問介護事業者から伝達された、ご利用者様の口腔に関する問題や服薬状況、モニ

タリング等の際に把握した状態等について、主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行い

ます。 

 

９.実習生の受け入れについて 

  当事業所は介護支援専門員実務研修カリキュラムに基づいて実施される介護支援専門員見学実習の実

習生受け入れ先事業所となっております。当該研修が開催される期間利用者様への訪問等の際、実習

生を伴わせて頂く場合があります。実習生には介護支援専門員同様守秘義務が課せられております。

秘密保持と個人情報の取り扱いについては細心の注意を払い対応させて頂きます。 

 

 １０. 虐待の防止のための措置に関する事項 

   １. 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じるもの

とする。 

（１） 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底を図る。 

（２） 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。 
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（３） 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に

（年 1回以上）実施する。 

（４） 前（３）号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

（５） 虐待防止に関する責任者、窓口 

     管理者  内田 由美 

   ２. 事業所は、サービス提供中及び利用者の居宅において、当該事業所の従事者又は擁護者（利用者

の家族等高齢者を現に擁護する者）により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速

やかに、これを市町村に通報するものとする。 

  

 １１. 権利擁護に関する措置 

    必要時には成年後見制度の活用を支援し、従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を

整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努める。 

 

１２. 衛生 

   感染症の発生や拡大を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修等の担当者を定め取り組むも

のとします。 

 

１３. 身体拘束 

   事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）は行いません。やむ

を得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録するものとします。 

 

１４. 業務継続計画の策定 

   感染症や災害発生時においても、業務を継続、又は早期に業務再開するための計画を策定し、必要な

研修及び訓練等の実施に取り組むものとします。 

 

１５. 介護支援専門員の資質向上の為の研修 

   居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の資質の向上を図るため、虐待防止、権利擁護、認知症ケ

ア、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に

確保し、業務体制を整備します。 

   また、研修受講後は記録を作成し、研修機関が実施する研修を受講した場合は、復命を行うこととし

ます。 

   

 １６．事故発生時の対応 

    ご利用者様と当センターとの間に事故が発生した場合には、速やかに市町村、ご利用者様のご家族様

等に連絡を行い、管理者に報告の後、迅速且つ適切に対処します。 

    前項の事故の状況及び事故に際してとった処理について記録します。 
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１７．苦情の対応について 

（１）苦情の対応 

当センターはご利用者様及びそのご家族様からの苦情に対応する窓口を設置し、自ら提供した居宅介

護支援または居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に関するご利用者様及びそのご家族

様の苦情に対し、迅速且つ適切に対応します。 

また、当該苦情の内容等を記録します。 

 

 

(２）苦情の受付 

当センターに対する苦情やご相談は以下の専用窓口でお受け付けします。 

○苦情受付窓口（担当者） 

 〔職名〕 管理者 内田 由美  

事業者：せいわ介護サービスセンター 電話番号：０８６－４６６－６３５５  

○受付時間   毎週月曜日～土曜日 

        ８：３０～１７：３０ （但し、土曜日は１２：３０まで） 

   （３）行政機関その他苦情受付機関 

倉敷市役所 介護保険課 所在地   倉敷市西中新田６４０ 

電話番号  ０８６－４２６－３３４３ 

受付時間：月曜日～金曜日 8:30～17：15（土日・祝日・年末年始を除く） 

早島町役場 健康福祉課 所在地   都窪郡早島町前潟３６０-１ 

電話番号  ０８６－４８２－２４８３ 

受付時間：月曜日～金曜日 8:30～17：15（土日・祝日・年末年始を除く） 

国民健康保険団体連合会 所在地   岡山市北区桑田町１７－5 

電話番号  ０８６－２２３－８８１１ 

受付時間：月曜日～金曜日 8:30～17：00（土日・祝日・年末年始を除く） 
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令和   年   月   日 

 

 指定居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 

 

事業者所在地       岡山県倉敷市中島 770-1 

事業者名         医療法人 誠和会  理事長    小出 尚志      印 

 

説明者職氏名       居宅介護支援事業所 せいわ介護サービスセンター 

 

                       氏 名               印 

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅介護支援サービスの提供開始に同意し

ました。 

 

        ご利用者様      住 所 

 

                   氏 名               印 

 

        ご家族様（代筆者）  住 所 

続柄（      ）               

                   氏 名               印 

 

        代理人様       住 所 

        ご関係（     ）      

                   氏 名               印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 8 - 

（別記１） 

         サービス利用料金（／月） 

 

（１）居宅支援費 (Ⅰ) 

 取扱件数 要介護１・２ 要介護３・４・５  

居宅介護支援費（ⅰ） ４５件未満 １０，８６０円 １４，１１０円 

 居宅介護支援費（ⅱ） ４５件以上６０件未満 ５，４４０円 ７，０４０円 

居宅介護支援費 (ⅲ) ６０件以上 ３，２６０円 ４，２２０円 

   

（２）特定事業所加算    

特定事業所加算Ⅱ ４,２１０円   

    

（３）ターミナルケアマネジメント加算    

ターミナルケアマネジメント加算 ４,０００円   

  

（４）その他サービス利用料金 

初回加算 ３,０００円  

   

退院・退所加算 

 カンファレンス参加無し カンファレンス参加有り   

連携１回     ４,５００円  ６,０００円 

連携２回     ６,０００円   ７,５００円 

連携３回    ９,０００円 

   

入院時情報連携加算 

Ⅰ ２,５００円 

Ⅱ ２,０００円 

 

通院時情報連携加算 （／月） ５００円 

 

緊急時等居宅カンファレンス加算（２回まで算定可） ２,０００円 

 

※介護職員処遇改善加算として、基本報酬に 2.1％上乗せした料金を算定させていただきます。 


